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論　文　シングルケアラーのワーク・ライフ・バランス改善のための支援

シングルケアラーのワーク・ライフ・バランス改善のためにどのような支援が可能だろう
か。本稿はシングルケアラーの現状と課題について論じ，支援の可能性について検討する
ことを目的とした。多様なシングルケアラーがいるが，特に介護ニーズの高い老親へのケ
ア役割を同居で担うシングルケアラーは，介護サービスの未充足ニーズに対応し社会的に
貢献しているものの，自身の健康状態の悪化や生活基盤の脆弱化など生活困難を抱え，無
理をしながら就労し，ワーク・ライフ・バランスが危うい状況にある。シングルケアラー
の抱える課題は多岐にわたるが，ケアを担うことによる経済面や健康面の問題や生活に累
積的不利益をもたらしている点は看過できない。シングルケアラーは今後さらに増加が予
想され，社会がシングルケアラーに過度な負担を押し付けずに，シングルケアラーの生活
維持のための支援が必要になる。シングルケアラーのワーク・ライフ・バランス改善のた
めの支援には，包括的なケアラー支援体制の構築，ワーク・ライフ・バランスにおけるワー
クとライフの関係の捉え直し，ケアラーの担うケアワークの評価，ケアラーフレンドリー
な職場の構築の 4 点が重要である。国がケアラーの社会的貢献を認め，ケアラー支援をケ
ア政策の柱として位置付けることが，シングルケアラー支援の前提となる。

シングルケアラーのワーク・ライフ・
バランス改善のための支援

　目　次

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　シングルケアラーの生活と仕事の現状

Ⅲ　シングルケアラーの抱える課題

Ⅳ�　シングルケアラーのワーク・ライフ・バランス改

善のための支援の可能性

Ⅴ　まとめと結論

Ⅰ　は�じ�め�に

　全団塊世代が後期高齢者となる 2025 年を目前
に控え，大介護時代の介護人材不足が懸念され
る。ケア政策は人口減少・少子高齢化が進むわが
国の重要な社会保障のテーマである。介護の社会
化をめざした介護保険制度でサービスは拡大した
が，家族介護者の負担は十分に軽減されていない

（徳永・橋本�2017；総務省�2018）。むしろケアニー
ズの高い人の在宅ケアの増加による家族の負担増
や介護の再家族化（池田 2021a）が懸念されてい
る。介護の再家族化はグローバルな論点であり，
公的ケアの変容によりアジアや欧州のケア政策に
おいて家族介護が暗黙裡に奨励・当然視されつつ
あるとの指摘もある（Kodate�and�Timonen�2017）。
2020 年 3 月の埼玉県ケアラー支援条例制定以降，
ケアラー支援の機運は高まりつつあるものの，ケ
アラーへの支援体制は十分ではない。
　ここでは，生計者としての働きとケアの二重負
担を負い，離職すれば生活が困難になる経済的リ
スクを抱え，人生における累積的な不利（Dannefer�
2003）により脆弱な立場に陥りやすいシングルケ
アラー（未婚・離別・死別者）に焦点をあてる。

『令和 4 年版男女共同参画白書』（内閣府�2022）に
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よれば，2020 年時点の 50 歳時点のシングル（未
婚・離別・死別者）の割合は男女ともに約 3 割で
ある。『令和 2 年国勢調査』によれば，40 代・50
代人口では 4 人に 1 人が未婚・離別・死別者（9.5
百万人うち未婚者 6.6 百万人）である。シングルケ
アラーの増加が企業による仕事と介護の両立支援
の課題として徐々に認識されつつある。例えば，
社員の未婚化の進展と介護課題に直面する未婚の
主介護者の社員比率の高まりにより，社員の大多
数が 40 代から退職までの間に介護課題に直面す
る可能性（佐藤�2014）や，家族内介護担い手不
足・単身介護者増に伴う男女共通の両立困難（池
田�2021a）が指摘されている。男女賃金格差や正
規非正規の雇用面の格差もシングルケアラーの生
活に影響する。本稿では，シングルケアラーの現
状と課題について論じ，シングルケアラーのワー
ク・ライフ・バランス改善のための支援の可能性
について検討することを目的にする。

Ⅱ�　シングルケアラーの生活と仕事の現
状

　シングルケアラーの生活と仕事の現状として以
下の 4 点をあげる。
　第一に，多様なシングルケアラーが多数いる点
である。『2021 年社会生活基本調査』によれば，
15 歳以上人口の約 6％（約 653 万人：男性 256.5 万
人／女性 397 万人），50 代人口の 10 人に 1 人は介
護者で，介護者の約 6 割が女性である。『平成 29
年就業構造基本調査』によれば，介護者（約 628
万人）のうち有業者は約 346 万人で，男性介護者
の 3 人に 1 人，女性介護者の約半数，40 代・50
代の介護者に限定すると男性の 85％以上，女性

の 6 割以上が就労している。就労介護者のうち男
性は 4 人に 1 人，女性は約 6 割が非正規雇用であ
る。性別，正規／非正規雇用，介護頻度別に介護
者数をみると，就労介護者のうち正規雇用の男性
の 4 人に 1 人，女性の 3 人に 1 人，非正規雇用の
男性の 3 人に 1 人，女性の約 4 割が週 4 日以上介
護している（表 1）。介護離職希望者約 15 万人（男
性約 6 万人／女性約 9 万人）の約 4 割，転職希望者
約 30 万人（男性約 13 万人／女性約 17 万人）の約
3 割が週 4 日以上介護している。過去 1 年間の介
護離職者は約 9.9 万人で，女性が 8 割弱を占める
が，男女ともに正規雇用の場合でも週 4 日以上介
護している人が多く，介護のための離職や転職を
希望する介護離職予備軍も相当いることがわか
る。
　ケアラーは多様で，親，配偶者，祖父母，きょ
うだい，障がいのある子などケアが必要な相手も
さまざまで，同居・別居・遠距離介護などケアの
場や形も異なり，ダブルケアや生涯で複数回ケア
を担うこともある。多様なシングルケアラーの多
くは就労しており，男性の割合も高く，伝統的な
性別役割分担の想定外のケアラーといえる。未婚
化，人口構造の変容，在宅ケアの増加・長期化に
より，ケアラーの大半がシングルケアラーとなる
可能性もあり，想定外として見過ごすことができ
ない。
　第二に，シングルケアラー，特に介護ニーズの
高い親へのケア役割を同居で担うシングルケア
ラーは，介護サービスの未充足ニーズに対応し社
会的に貢献している点である。『2019 年国民生活
基礎調査』によれば，要支援・要介護認定者の主
介護者は，子が約 3 割で，配偶者（2.5 割），事業
者（1 割強），子の配偶者（1 割弱），その他（5％

表 1　雇用形態，介護頻度，性別の就業介護者
（単位：％）

介護頻度
男性 女性 男女合計

正規 非正規 総数 正規 非正規 総数 正規 非正規 総数
月に 3 日以内 32.5 22.9 29.2 25.1 20.7 22.1 29.3 21.2 25.1
週に 1～3 日 39.2 35.5 37.7 36.5 37.8 37.2 38.1 37.3 37.4
週に 4 日以上 25.3 37.4 29.8 36.3 39.5 38.6 30.0 39.0 34.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
人数（万人） 80.0 31.9 126.7 60.8 104.1 173.2 140.8 136.0 299.9
出所：『平成 29 年度就業構造基本調査』のデータをもとに筆者作成
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未満）より割合が高い。子が主介護者の場合に限
定し，要介護度別の介護頻度と世帯状況をみる
と，3 割弱が未婚子との同居世帯であり，要介護
3 以上だと 3 割強が未婚子との同居世帯である

（表 2）。要介護 3 から介護頻度が増え，ほとんど
終日介護する割合が急増すること，要介護 3 以上
では排泄（特に夜間）や認知症状に対応し家族が
不安を抱えていることが指摘されている（三菱
UFJ リサーチ＆コンサルティング�2020；川越�2021）。
特に要介護 3 以上の親を同居で就労しながらケア
するシングルケアラーの多さを認識する必要があ
る。

表 2　子が主介護者の場合の要介護者の要介護度別の
世帯類型　　　　　　　　　　　　　　

（単位：％）

要支援 要介護
1・2

要介護
3～5 不詳 全体

単独世帯 28.5 23.4 17.6 34.2 24.1
夫婦のみの世帯 8.4 7.1 4.4 5.3 6.8
夫婦と未婚の子
のみの世帯 2.9 3.9 8.3 ― 4.4

ひとり親と未婚
の子のみの世帯 26.5 19.7 24.2 30.9 23.2

三世代世帯 12.8 16.5 16.1 13.3 15.2
その他の世帯 20.9 29.4 29.4 16.3 26.3
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
出所：『国民生活基礎調査』（2019）のデータをもとに筆者作成

　第三に，シングルケアラー自身が健康状態の悪
化や生活基盤の脆弱化により生活上の困難を抱え
ている点である。シングルケアラーは同居介護，
主介護者，単独介護，非正規就労の割合が高く，
家族資源の脆弱さや物理的支援の有無が就業継続
見込みに影響している（大風�2020）。特に同居で
ケアするシングルケアラーで生計のために離職困
難な場合は，就労後の夜間介護などを含めると長
時間の重労働で健康を害する場合もある。介護離
職や正規労働からの転職などを余儀なくされる場
合もあり，生計困難リスクを抱えるシングルケア
ラーに過度なケア役割を負担させている状況が伺
える。
　シングルケアラーの直面する問題は高齢者虐待
や 8050 問題などとも密接に関連しており，介護
疲れにより高齢者虐待や介護殺人の加害者となる
場合もある。令和 3 年度の高齢者虐待の家族等の

虐待者は息子の割合が約 4 割と最多で，未婚・離
別・死別した子と同居世帯での虐待が事例の約半
数を占め，虐待による死亡 25 人の約半数が未婚・
死別・離別した子との同居世帯であった。コロナ
禍でのストレス増，就労状況悪化，サービス利用
困難などが関連した虐待リスクの高まりも報告さ
れている（厚生労働省�2022a）。地域包括支援セン
ター職員対象の支援困難事例の調査では，80 代
の寝たきりの母の介護のために離職し引きこもり
がちな 50 代息子の事例や，夜間の物探しなど認
知症対応の難しさが起因する困難事例等（山口�
2019a）が挙げられていた。老親と同居し一人で
介護する息子の存在が可視化されてこなかったこ
と（笹谷�2012），自分自身の生活問題を抱え無職
状態の単身息子介護者の介護基盤の脆弱さ（春日�
2013），高齢者への多重の支援を未婚の子が主介
護者として十分な支援がないまま担う場合の仕事
や社会生活と介護のコンフリクトの顕在化の可能
性（涌井�2021）が指摘されている。シングルケア
ラーのなかに生活上の困難を抱え，一人でケアの
負担を担い，生活基盤も健康面も脆弱な人がいる
ことは看過できない。
　第四に，無理をしながら就労するシングルケア
ラーのワーク・ライフ・バランスが危うい点であ
る。男性ケアラーや男性シングルケアラーは日本
では既に少数ではない。男性従業員にケア責任が
ないと想定すべきではなく，人口高齢化に伴い，
男女かかわらずより多くの従業員が仕事とケアの
バランスに直面するとの指摘もある（ISO�2021）。
就労ケアラーの深夜介護や勤務時間外の介護負担
などが起因したプレゼンティズムや仕事と介護の
両立困難な問題（池田�2021b）や，認知症の人を
ケアする就労介護者の負担感がプレゼンティズム
と全般的な仕事上の問題に関連すること（Fujihara�
et�al.�2019）が示されている。就労ケアラーのな
かでも離職困難なシングルケアラーの多くが仕事
とケアの調和が難しい状況にいると推察される。

Ⅲ　シングルケアラーの抱える課題
　
　ケアすることは経済面，健康・ウェルビーイン
グ，就労，社会生活など多方面に影響することか
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らケアラーの抱える課題も多様で単純化した議論
はできない。例えば，就労ケアラーのうち女性の
方が男性より負担が大きく，抑うつ傾向にあり，
主観的ウェルビーイングや身体的健康が低い実態
があること，就労ケアラーは介護役割遂行のため
仕事のキャリアを積み重ねにくく，女性の方が男
性より仕事調整割合が高く，社会的孤立，低収
入／年金，再就労困難，経済的損失，長期的貧困
などに陥ることが示されている（ISO�2021）。女
性の就労ケアラーの方が男性よりも単独で長時
間，多様なケアを担い，仕事継続への影響が大き
い（Vicente�et�al.�2022）との知見もある。
　介護離職の問題は経済的問題や貧困問題に直結
する。ケアラーの 4 人に 1 人（週 35 時間以上のケ
アだと 4 割弱）は貧困層で，ケア時間が長いほど
貧困リスクが高いこと（Foley�et�al.�2022）や，ケ
アラーの 5 人に 1 人が経済的困窮に直面している
こと（Duncan�et�al.�2020），ケアすることがケア
ラーの雇用や収入／所得に負の影響があること

（Bittman,�Hill�and�Thomson�2007）が論じられてい
る。システマティックレビューの結果，介護離職
リスクとして，公的ケアの獲得困難，同居，柔軟
さに欠く雇用主，低学歴等による労働市場へのつ
ながりの乏しさ，ケア開始・修了時などの転換
期，職場での嫌がらせや無理解，非管理職，週
20 時間以上のケア，身体的ケア提供，複数の人
のケア，ケアラーの健康，集中困難な状況，50
歳以上，女性があげられている（Dixley,�Boughey�
and�Herrington�2019）。
　日本の研究では，2017 年の年間約 10 万人の介
護離職者のうち，離職後 2 年経過後も未就業再開
者は約 6.4 万人で，離職後 1 年間の所得喪失合計
は 1821 億円（内訳：就業率低下 77.1％ , 賃金下落
22.9％）と分析されている（岸田�2021）。女性有業
者のうち未婚者の約 2 割は世帯所得が 200 万円未
満であり，日本の高齢者の貧困率は男性（16.4％）
より女性（22.8％）の方が高い（内閣府�2022）こ
とから，特に女性シングルケアラーの貧困は深刻
な問題である。介護離職経験者（うち約 3 分の 1
が未婚 , 約 1 割が離婚者）対象の調査では，回答者
の半数強が複数回の介護離職を経験し，半数強が
仕事継続を望んでおり，半数弱が職場に介護のこ

とを相談できる雰囲気がなかったと回答した
（NTT データ経営研究所�2020）。離職を余儀なくさ
れる介護離職者が多い現状が窺え，シングルケア
ラーの介護離職による所得損失は貧困化に直結す
る課題といえる。
　シングルケアラーの健康問題も課題である。英
国国勢調査の分析ではケアラーの 4 人に 1 人は週
50 時間以上ケアし，週 20 時間以上ケアする人は
約 4 割弱がケア役割のために未就労，約半数はケ
アリングが社会的生活や自身の健康に影響と回答
していた（DHSC�2021）。家族介護者の介護負担
感に介護者の性別，年齢，続柄，要介護者との関
係，介護者の健康，経済的負担，精神的要因が関
連すること（涌井�2021）や，就労ケアラーの約 6
割弱が抑うつ傾向，半数弱が介護による肉体的負
担を感じており，精神的な状態の悪化が離職意図
に関連すること（山口�2020）が論じられている。
親を介護する就労シングル介護者の精神面の健康
関連 QOL の低下（田中・佐藤・青石�2022），男性
シングル主介護者の身体的介護負担やストレスの
高さ（大風�2019），男性シングル介護者の介護を
担うことによる社会的孤立助長の可能性（和気・
望月�2017）などの議論もある。男性ケアラーは相
当のケア役割を担っている場合でも職場や社会の
理解も乏しく，ストレスを抱え，孤立している可
能性もある。
　シングルケアラーがケアを担うことで，経済活
動，社会生活のうえで累積的な不利益を被ってい
る可能性があることも課題といえる。就労ケア
ラー調査の悩みに関する自由回答（山口�2019b）
の未婚者 226 人分を再分析した結果，日々の両立
の困難，自分の心身の健康面・経済面や職場や家
族関係の悩み，今後の不安，時間・支援・社会的
認知のなさなどが語られていた。例えば，「睡眠
時間の確保が難しい」（80 代要介護 4 の父をケアす
る 50 代正規雇用女性）や「仕事も変え，派遣社員
で不安定。もう自分のことは諦めている」（80 代
の要介護 2 の母をケアする一人っ子の 40 代非正規雇
用男性）などの声があった。シングルケアラーは，
生計者として有償労働を続けながらケア役割を引
き受けざるを得ない場合が多い。きょうだい数も
減少傾向にあり，他者とケア役割を分担できない
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場合が多く，両親の介護を担う場合もある。自分
の時間が限られ健康を害す，離職した場合は経済
的に困窮し，キャリアを積み上げる機会を逸し，
結婚などの機会が奪われる，ケア役割終了後も年
金が少額となるなど，人生全体に影響することが
課題である。30 代・40 代のシングル介護者は，
経済的脆弱性や介護者であることで結婚が望みに
くい現状があり，社会的不利を重層的に被る状況
である（三具�2017）との指摘もある。非婚化の時
代であることは考慮したとしても，ケアが人生の
さまざまな機会に影響する点は留意を要する。

Ⅳ�　シングルケアラーのワーク・ライフ・
バランス改善のための支援の可能性

１　包括的なケアラー支援体制の構築

　包括的なケアラー支援体制を構築し，ケアラー
支援政策が充実することがシングルケアラー支援
の前提となる。シングルケアラーの生活上の困難
は人口構造変化や介護ニーズの高まりなどの社会
的要因が関連し，介護殺人，高齢者虐待，8050
問題，引きこもりの問題，孤独・社会的孤立問題
などの社会問題と重なり合う面もある。シングル
ケアラーへの支援を検討する際も，シングルケア
ラーに限定せず，多様なケアラーへの包括的な支
援体制の構築が必要であろう。包括的なケアラー
支援体制を構築し，先駆的支援を実施する英国の
例を示す。
　英国では 2014 年ケア法において，ケアの必要
な人とケアラーのウェルビーイングを政策の重点
的概念とし，介護者の権利擁護のためのケアラー
アセスメント実施を各自治体に義務づけた。英国
の保健ソーシャルケア省（DHSC）の『2018 年-�
2020 年のケアラーズアクションプラン』（DHSC�
2018）では，ケアラーに役立つサービスと制度，
雇用と経済的ウェルビーイング，ヤングケアラー
支援，より広範な地域や社会でのケアラーの社会
的認知と支援，ケアラーに対する成果改善のため
の調査とエビデンスの構築の 5 領域で合計 64 の
実行計画を示した。雇用と経済的ウェルビーイン
グの領域では，職場実践の改善，柔軟な働き方，

復職支援に関する 18 の実行計画が掲げられた。
より広範なコミュニティや社会でのケアラーに対
する社会的認知と支援の領域では，テクノロジー
とイノベーション，ケアラーの社会的認知，コ
ミュニティの参画，孤独に関する 14 の実行計画
が掲げられた。
　『人々がケアの中心：成人ソーシャルケア改革
白書』（DHSC�2021）では，今後 10 年の無償ケア
ラーをエンパワーする政策の実行計画の方向とし
て，ケアラーへのサービス提供の変革にむけた関
連セクターとの協働，無償ケアラーの認知・認
識・参画の向上，無償ケアラーの経済的社会的参
加の支援を掲げ，例えば参加の支援としては孤独
への対応や，社会的処方箋の実践，5 日間の介護
休暇の設定，介護手当金額の増額などが掲げられ
た。
　日本では関連法はあるが国によるケアラー支援
法は未制定で，ケアラー自身を対象とし，財政・
人材の基盤を伴う義務化された制度がない。例え
ば，介護保険制度の家族介護支援事業は当初より
任意事業（2006 年度より地域支援事業の任意事業）
で見直しの検討もあり（菊池�2021），総合相談な
どでの対応も限定的である。「高齢者虐待の防止，
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
は，早期予防のための養護者支援を含むが，ケア
ラー自身を支援する視点ではない。厚生労働省は
2018 年に『家族介護者支援マニュアル』（厚生労
働省�2018）を作成し，介護者自身の生活や人生の
質を考慮した総合的な展開の必要性を示したが，
十分な財源もなく普及には限界がある。育児・介
護休業法改正による対応や介護離職防止の施策も
あるが十分浸透していない。家族介護者の雇用・
就労，所得，健康の保障の視点から制度政策を見
直し，家族介護者の生活保障に転換する必要性

（濱島�2018）や，就労と介護を同時に保障できる
仕組みの必要性（和気・望月�2017）の指摘もある
が，介護者の孤立や社会的排除の防止という点か
らの法的保障はなされていない（徳永・橋本�
2017）。ケアラー支援の法制度は不十分でケアラー
支援は周辺化されていることがわかる。
　前述のとおり，男女かかわらず要介護ニーズの
高い親を同居でケアするシングルケアラーも多
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く，仕事と介護の両立が難しく，多くが健康面や
生活面の問題を抱えている。男女ともに介護を担
う新しい介護スタイルとシステムの創造の必要性

（津止�2018）が論じられている。男性介護や老老
介護の多さなど日本的なケアを取り巻く状況を考
慮したうえで，他国のよい実践を参考にしつつ，
労働施策と福祉施策が有機的につながることが，
シングルケアラーへの支援に欠かせない。そのた
めにはわが国においてもケアラー支援法を制定
し，国としての政策や戦略・実行計画のもとで，
ケアラーを支援対象としてケアラーアセスメント
を実施し，支援計画をたてて支援する包括的・重
層的な支援体制を整備し，多様なケアラーへの支
援ができる人材を育成・配置することが求められ
る。同時に，社会や地域での社会的認知を高め，
総合的な支援としてバーチャルも含めケアラー同
士が集える場，情報収集のツールなどの整備も必
要であろう。

２　ワーク・ライフ・バランスにおけるワークと
ライフの関係の捉え直し

　ワーク・ライフ・バランスにおけるワークを有
償労働の仕事に限定せず，無償労働のケアも含
め，ライフはそれ以外の自分の生活と捉え直すこ
とが，シングルケアラーを含む多くのケアラーの
生活保障の基盤となる。仕事と介護の問題は，労
働と福祉領域の接点の課題である。労働関連施策
はケア役割を担う労働者自身が対象だが，育児と
仕事の両立の議論に比べ，介護と仕事の議論は限
定的である。一方，福祉施策ではケアラー自身を
支援対象者とし，十分な財源のもとに実施義務の
ある制度はない。『令和 4 年版男女共同参画白書』

（内閣府�2022）では，人生 100 年時代における男
女共同参画の課題として，世帯単位から個人単位
での保障・保護，無償ケア労働を担っている人へ
の配慮，男性の人生も多様化していることを念頭
においた政策が掲げられた。『仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）総括文書―2007～
2020』（内閣府�2021）においてもコロナ禍におけ
る女性の家庭内無償労働の増加による女性のキャ
リアへの影響や有償・無償労働の過剰負担の懸念
が論じられ，仕事以外の時間（非労働時間），生活

の時間（介護や育児，趣味や自己啓発，地域の社会
活動に従事する時間）の確保について提言の中で
示され，介護離職ゼロに向けた支援も今後の課題
の一つにあげられた。しかしながら，日本では
ワーク・ライフ・バランスは仕事と生活の調和と
同義とされ，職業以外のワークが仕事に含まれて
いない（池田�2010）。有償労働と無償労働のケア
の二つのワークが長時間・過重労働となってお
り，その他のライフが脅かされている点への気づ
きがなく，配慮が不十分で，適切な対策がなされ
ていない。
　一方，海外の議論では，ワークを有償労働と無
償労働としてケアも含めた議論や有償労働・無償
労働・余暇のバランスとして整理した議論（OECD�
2021）などがある。例えば「無償のケアワーク」
について，「無償」を報酬なく個人が行う行動，

「ケア」を誰かもしくは何かの健康，ウェルビー
イング，維持，保護に必要なことを提供する活
動，「ワーク」を精神的身体的努力を要する活動
で時間的資源の負担を伴う活動と捉え，ケア役割
のジェンダー不平等が労働面でのジェンダー
ギャップに関連している点やケアや家事の役割分
担の見直しが議論されている（OECD�2014）。コ
ロナ禍での有償・無償労働のジェンダー不平等と
ともに無償労働を含むワークの議論が高まり，ケ
アの危機が論じられている（OECD�2021）。また，
OECD（2020）は，ウェルビーイング（幸福）の
枠組みとして，相互の関連する 11 次元（所得と富，
住居，雇用と仕事の質，健康状態，知識・技能，環
境の質，主観的幸福，安全，ワーク・ライフ・バラ
ンス，社会とのつながり，市民参画）を示し，ワー
ク・ライフ・バランス指標として「休暇（Time�
off，一人あたりの余暇や身の回りのことに使う時間）」
を示している。就労シングルケアラーの場合は有
償・無償労働の長さから，自分の時間の少なさが
推察され，社会とつながる余暇の時間も限られ，
健康悪化や孤独が懸念される。
　従来の日本での仕事と介護の両立支援では介護
者が直接介護するのではなく，要介護者が必要な
介護サービスを受けることができ，同時に社員が
仕事を継続できるよう仕事と介護の両立をマネジ
メントすることが基本（佐藤�2014）であったが，
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多くの就労ケアラーが重度の場合も直接介護も担
いながら働いている現状を前提とした対策が必要
である。要介護度が高まっても同居でケアするシ
ングルケアラーは，サービスを利用してもなお，
夜間の対応など長時間のケアと有償労働により，
疲弊して健康を害している場合も多い。有償・無
償のワークを担うことで，ライフが脅かされてい
るリスクの高いシングルケアラーを見過ごさない
ようなワーク・ライフ・バランス施策が必要であ
る。さらに，介護離職しケアに専念するケアラー
や，安定した就労機会が得にくい若者ケアラー，
ケア終了後の再就職に困難を抱える元ケアラーな
ど，有償労働と無償のケアワークを両立できない
場合のワーク・ライフ・バランスや，有償・無償
のワークの中でのバランスや変容を考慮したワー
ク・ライフ・バランス改善のための支援が求めら
れる。

３　ケアラーの担うケアワークの評価

　ケアラーの担うケアワークを評価し，ケアの金
銭的価値を認めることも，シングルケアラーの経
済的リスク軽減には必要な議論である。社会保障
全体のなかでのケアラーの担うケアワークをどう
評価し，社会的貢献を認めていくかが問われてい
る。介護手当については，日本では介護保険導入
時に議論があったが，家族介護の固定化，費用の
増大，サービス拡充の抑止などの懸念から導入さ
れなかった（森�2020）。社会保障審議会介護保険
部会での議論のなかでは現時点で介護手当を導入
することは適切ではなく，「介護離職」ゼロにむ
けた取り組みや介護者（家族）支援推進で対応す
る方向でと報告されている（厚生労働省�2022b）。
　社会保障制度の中での家庭内無償労働の金銭的
対価の認知（野川�2020）は大事な論点であり，家
族介護者への金銭的支援や保障がある国もある。
例えば，ドイツでは介護保険のなかで介護手当が
支払われ，介護手当のみでは市場価値に見合った
家族介護の対価として不十分だが，家族介護者へ
の賃金労働者と同様の社会保険適用，家族介護者
への積極的な支援などの補完的措置を組み合わせ
ることで家族介護者の地位向上と負担軽減につな
がり，一定程度までの対価として機能しうると論

じられている（森�2020）。また，英国やドイツで
は家族介護者の社会的価値を明確に意味づけ，制
度的に家族介護者支援を組み込んでいる点が日本
の現行制度との最大の違い（徳永・橋本�2017）と
の指摘もある。介護手当が低額となる場合の懸念
もあり，単に介護手当支給の是非にとどまらず，
年金保険料の減免・免除，年金権付与，介護休業
給付額の引き上げなど，ケアラーへの総合的な経
済的支援策の検討が，シングルケアラーの累積的
な不利の是正や貧困化の緩和に寄与するだろう。

４　ケアラーフレンドリーな職場の構築

　ケアラーフレンドリーな職場の構築はシングル
ケアラーが働き続けるために欠かせない。国際的
潮流においても組織におけるケアを担う従業員へ
の支援が要請されている。ISO25551 では，2021
年にケアと仕事に関する国際規格としてジェン
ダーのレンズの重要性を示したうえで，ケアラー
を包摂した組織のためのガイドラインを提示した

（ISO�2021）。また，英国では就労継続戦略として，
公的ケア，柔軟な働き方，法定ケアアセスメン
ト，テクノロジー，ケアラーフレンドリーな雇用
主，働き方の変更，昇進昇格の辞退，家族や友人
からのサポートが掲げられていた（Dixley,�Boughey�
and�Herrington�2019）。事業主による従業員向け
ケアラー支援のある就労ケアラーはない人よりも
主観的ウェルビーイングが高く，事業主がケア
ラーフレンドリーと認識する就労ケアラーの方が
認識しない人より，時短・離職の検討，仕事の集
中困難，ケアを理由とした昇進・配置変更の辞
退，疾病休暇や無償休暇の獲得割合が少ないとの
結果もある（Austin�and�Heyes�2020）。
　日本においては，「両立困難型介護離職」・「職
場起因型介護離職」・「孤立型介護離職」・「心情型
介護離職」の 4 類型に介護離職を分類したうえ
で，家族介護者を孤立化させないケアラー支援の
充実の提言がなされた（日本経済調査協議会
2020）。シングルケアラーの抱える困難に対して
職場の理解が深まることが求められ，シングルケ
アラーが声をあげられる体制づくりが必要であ
る。また，働き方改革の推進においても，ケア
ワークも含めた働き過ぎの是正という点や，ケア
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役割を担う従業員の健康管理という点からの対策
が必要であろう。シングルケアラーの孤立や孤独
を防ぎ，介護離職を防止するにはケアラーフレン
ドリーな職場づくりが重要である。

Ⅴ　まとめと結論
　
　ケアの再家族化が進むなかで，シングルケア
ラーは見過ごされてきた。仮に団塊ジュニア世代
のシングルの多くが介護役割を拒否しシングルケ
アラーとならなかったら，必要なケアが充足され
ず，ケアの危機が懸念される。ケアをめぐる議論
は，ケア担い手不足，ケアの質，職場の生産性，
ケアラーの生活保障など多方面の問題が複合的に
関連する。シングルケアラーの抱える問題も多岐
にわたり，問題は見えにくいが，経済的問題，健
康面の課題，ケアを担うことが経済活動や社会生
活のうえで累積的な不利益をもたらしている点は
看過できない。シングルケアラーは今後さらに増
加が予想され，社会がシングルケアラーに過度な
負担を押し付けずにシングルケアラーが生活でき
るための支援が必要になる。
　シングルケアラーのワーク・ライフ・バランス
改善のための支援の可能性として，包括的なケア
ラー支援体制の構築，ワーク・ライフ・バランス
におけるワークとライフの関係の捉え直し，ケア
ラーの担うケアワークの評価，ケアラーフレンド
リーな職場の構築の 4 点を示した。国がケアラー
の社会的貢献を認め，ケアラー支援をケア政策の
柱として位置付けることが，シングルケアラーへ
の支援の前提となる。その上で，脆弱な生活基盤
のシングルケアラーの存在を可視化し，人生のな
かで有償・無償のキャリアを柔軟に組み合わせな
がら，経済的にも安定した生活ができるための伴
走型支援が求められる。今回は老親をケアするシ
ングルケアラーを中心に論じたため，老老介護，
障がいのある人のケア，ヤングケアラーなどにつ
いては本稿では十分に議論していない。これらの
多様なケアラーへの支援については別稿で論じた
い。
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